
フリガナ

フリガナ エンドウ　アユミ

山梨県南アルプス市浅原197-1

栄光第一ビル101

連絡先 電話番号 055-282-8099 FAX番号 055-284-5199

日 月 火 水 木 金 土 祝 その他年間

休 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 休日

平日 ８：00～17：00

土曜日・祝日 ８：00～17：00

日曜

法定代理受領分 厚生労働大臣が定める告示上の基準額（別掲）

法定代理受領分以外 厚生労働大臣が定める告示上の基準額（別掲）

その他の費用 前日～２時間前　550円/２時間以内・現地キャンセル　1650円

常勤 非常勤 専従 兼務

〇 〇

〇

1名 〇

１名
以上

１名
以上

1名
以上

１名
以上

〇当事業所の介護支援専門員その他の従業員は、その業務上知り得た利用者及び家族の秘密については、正当

　な理由がない限り、決して漏らしません。

〇当事業者は、介護支援専門員その他の従業員が当事業所の従業員でなくなった後においても、当事業者の責

　任において、当該従業員が業務上知り得た利用者及びその家族の秘密の保持を行います。

〇当事業者は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家

　族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得る事とします。

・・・別紙のとおり

（「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」を併せて掲示する）

運営規定の概要

秘密の保持

苦情処理の体制

掲示事項（訪問介護事業）

うえむら訪問介護事業所

ウエムラホウモンカイゴジギョウショ

事業所名
事業所番号 1971601511

サービスの種類 訪問介護

南アルプス市　甲斐市　甲府市　昭和町　中央市　早川町　富士川町　市川三郷町
身延町(古関・本栖地区を除く)　南部町(十島・万沢地区を除く)

通常の事業の
実施区域

管理者

備考営業時間

利用料

時間外であっても24時間連絡
が取れるよう体制を整えてい
る。

所在地

営業日

遠藤　あゆみ

年末年始
（12/30～1/3）

〒400-0333

計

キャンセル料　

専従・兼務の別常勤・非常勤の別
保有資格職務内容従業者の職種

管理者

サービス提供責任者

事業所の職員体制

訪問介護員等 訪問介護の提供

介護福祉士

介護福祉士

実務者研修修了者

准看護師

介護福祉士

実務者研修修了者

初任者研修修了者

業務の一元的な管理

サービス提供の管理



・訪問介護基本部分

※介護報酬告示額に特定事業所加算Ⅱ（10％）、地域区分ごとの加算（1単位＝10.21円）を乗じた金額

　1回あたり
　の所要時間

・総合事業基本部分

※介護報酬告示額に特定事業所加算Ⅱ（10％）、地域区分ごとの加算（1単位＝10.21円）を乗じた金額

・加算

※介護報酬告示額に特定事業所加算Ⅱ（10％）、地域区分ごとの加算（1単位＝10.21円）を乗じた金額

週に１回程度の利用

週に２回程度の利用

週に３回程度の利用

１２,００６円

２３,９８３円

３８,０５２円

利用者負担額

１割負担 ２割負担 ３割負担
月額利用料取り扱い要件

１月の利用料金の18.2％
(基本料金＋各種加算減算)

加算の種類

初回加算

夜間・早朝、深夜加算

中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算※

介護職員処遇改善加算Ⅲ※

加算の要件

新規の利用者へサービス提供した場合
 (１月につき)

夜間(18時～22時)又は早朝(6時～8時)にサービ
ス提供する場合

深夜（２２時～翌朝６時）にサービス提供する場
合

中山間地域において、通常の事業の実施地域以外
に居住する利用者へサービス提供した場合

当該加算の算定要件を満たす場合

２,３９９円 ４,７９７円 ７,１９５円

３,８０６円 ７,６１１円 １１,４１６円

基本部分の２５％

基本部分の５０％

基本部分の５％

通院等のための乗降又は降車の介助

加算額

基本利用料
利用者負担金(自己
負担1割の場合)

２,０４２円 ２０５円

１,１９８円 ２,４０２円 ３,６０２円

１１０円 ２１９円 ３２８円

基本利用料

１,８２７円

２,７３６円

６,３７１円

３０分増す毎に
９１８円を加算

２５分増す毎に
７３５円を加算

２,０１１円

２,４７０円

１,０９２円

４,３４９円

２０分未満

２０分以上３０分未満

３０分以上１時間未満

１時間３０分以上

引き続き「生活援助中心型」
を算定する場合(身体介護の所
要時間が２０分以上の場合に
限る。)

１時間以上１時間半未満

２０分以上４５分未満

２５分増す毎に２
２１円を加算

生
活
援
助

中
心
型

２０２円 ４０３円 ６０４円

２４７円 ４９４円 ７４１円４５分以上

身
体
介
護
中
心
型

１８３円 ３６６円

２７４円 ５４８円

４３５円 ８７０円

６３８円 １,２７５円

３０分増す毎に
９１円を加算

３０分増す毎に１
８３円を加算

２５分増す毎に
７４円を加算

２５分増す毎に１
４７円を加算

サービスの内容 利用者負担額

１割負担 ２割負担 ３割負担

３０分増す毎に
２７５円を加算

１,９１２円

１,３０５円

８２１円

５４９円

利用料その他費用の額



〇訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

〇指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

〇サービス提供中、手指の消毒や手袋を着用させて頂く場合があります。

〇感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。

〇感染症及び災害に係る研修を定期的（年1回以上）に行います。

〇感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。

〇 サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の家族、担当の地域包括支援センター（又は介護支援専門
員）及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録
し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。

事故発生時の対応

業務継続計画の策定

衛生管理等


